
（ STB レ ン タ ル料の精算）

第 5 条

STB レ ンタ ル契約が解約と なった場合、 料金は次の通り 精算し ま す。

（ 1） 最低利用期間を経過する 前に解約と なっ た場合には、 最低利用期間の最終月ま での料金を 支払う も のと し 、 日

割計算によ る 精算はいたし ま せん。

（ 2） 最低利用期間を 経過し た後に解約と なっ た場合は、 解約日の属する 月の利用料ま で支払う も のと し 、 日割計

算によ る 精算はいたし ま せん。  

（ 利用者の義務違反によ る 停止）

第 6 条

TVT が利用者にこ の STB レ ン タ ル契約に違反する 行為があったと 認める 場合は、催告の上、サービ ス の提供を停止し 、

解約の処置を講ずる こ と ができ る も のと し ま す。

2． 利用者が前項によ り 解約と なっ た場合は、 利用者は直ちにこ の STB レ ン タ ル契約によ る 全ての権利を 失う も の

と し 、 利用者は速やかに STB を TVT に返却する も のと し ま す。

（ 契約の変更）

第 7 条

TVT は、利用者の同意を得る こ と なく こ の約款を 変更する こ と ができ る も のと し ま す。こ の約款が変更さ れた場合は、

当該変更後の約款が利用者に適用さ れる も のと し、 本件サービ ス 提供条件等は、 当該変更後の約款によ る も のと し

ま す。

２ ． こ の約款の変更に当たっては、TVT は、利用者に対し て、その変更内容を 電子メ ールによ る 送信、TVT ホームペー

ジにおける 公表その他Ｔ Ｖ Ｔ が適当である と 判断する 方法によ り 利用者に事前に通知し ま す。

付　 則

１ ． こ の STB レ ンタ ル約款は、 平成３ ０ 年７ 月１ 日から 施行し ま す。

以　 上

 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ -Ｃ Ａ Ｓ カ ード 使用許諾契約約款（ ＫＢ０００８Ｇ ）

お客様が使用する ケーブルテレ ビ 用のセッ ト ト ッ プボッ ク ス 等（ 以下「 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器」 と いいま す） には、 デジ

タ ル放送を 受信する ためのＩ Ｃ カード （ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ カード ） ( 以下「 カード 」 と いいま す ) が添付さ れて

いま す。 こ のカード は、 株式会社ビ ーエス ・ コ ン ディ ショ ナルアク セス シス テム ズ（ Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ 社）（ 以下 ｢当社｣ と

いいま す） が一般社団法人日本ケーブルテレ ビ 連盟（ 以下「 Ｊ Ｃ Ｔ Ａ 」 と いいま す） と 契約し 、 Ｊ Ｃ Ｔ Ａ を 経由し てご

加入のケーブルテレ ビ 局 ( 以下「 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 会社」 と いいま す ) に配布し ている も のです。 当社は、 こ のカード を、 こ の

約款の契約（ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 専用Ｂ －Ｃ Ａ Ｓ カード 使用許諾契約） に基づいてお客様に貸与し ま す。 お客様がＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社の

用意する 書面においてこ の約款に同意する と 、 当社と の間に契約が成立し ま すので、 事前にこ の約款を必ずお読みく だ

さ い。

第１ 条（ カード の使用目的）

こ のカード には、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器を制御する 集積回路 ( Ｉ Ｃ ) が内蔵さ れており 、 ご加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社がカー

ド の使用を 認めたＣ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器において、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社が行う 地上デジタ ルテレ ビ ジョ ン 放送、 Ｂ

Ｓ デジタ ル放送およ び 110 度Ｃ Ｓ デジタ ル放送の再送信、なら びに著作権保護に対応し た自主放送（ 以下ま と めて「 放

送サービ ス 」 と いいま す） を受信する 目的で使用さ れま す。

第２ 条（ カード の所有権と 使用許諾）

こ のカード の所有権は、 当社に帰属し ま す。

２ ． こ の契約に基づき 、 お客様およ びお客様と 同一世帯の方がこ のカード を 使用でき ま す。

第３ 条（ カード の管理）

お客様は、 こ のカ ード を Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 用受信機器に常時装着し た状態で使用・ 保管し 、 カ ード が紛失、 盗難、 故障およ

び破損する こ と のないよ う に十分注意し てく ださ い。

第４ 条（ カード の故障交換等）

カード が原因と 思われる 受信障害が発生し た場合は、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社に連絡し てく ださ い。 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 会社は、

カ ード の故障によ る 受信障害の場合はそのカ ード を 交換いたし ま す。 次の各号のいずれかに該当する 場合は、 別表

に定める カード 再発行費用をお支払いいただく 有償交換、 それ以外の場合は無償での交換と なり ま す。

8



①カード の使用を開始し てから 、 ３ 年以上経過し ている 場合｡

②カード の故障が、 お客様の不適切な取扱いに起因する も のである 場合。

２ ． 当社に故意ま たは重大な過失があ っ た場合を 除き、 カ ード の故障によ り 、 第１ 条の放送サービ ス が受信でき な

いこ と によ る 損害が生じ ても 、 当社はその責任を 負いま せん。

第５ 条（ カード の破損、 紛失、 盗難等およ び再発行）

カ ード の破損、 紛失ま たは盗難等によ り 、 お客様がカ ード を 使用でき なく なっ た場合、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社に連

絡し てく ださ い。 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 会社は所定の手続き に基づいてカ ード の再発行を 行いま す。 こ の場合、 お客様は、 別表

に定める カード 再発行費用をお支払いいただき ま す。

第６ 条（ カード の交換依頼）

カ ード の不具合やシス テム 変更（ バージョ ン アッ プ） 等、 当社の都合によ り カ ード 交換が必要と なっ た場合、 ご 加

入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社を 通じ てお客様にカード 交換を お願いする こ と があり ま す。

第７ 条（ 不要になったカード の処置等）

ケ ーブルテレ ビ の加入契約解除等によ り カード が不要と なっ た場合は、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社にカ ード を 返却し て

く ださ い。 カード の返却があっ た場合、 こ の契約は終了し ま す。

第８ 条（ 禁止事項）

こ のカ ード を、 第１ 条のカード の使用目的に反し て、 ご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社がカ ード の使用を 認めたＣ Ａ Ｔ Ｖ 用受

信機器以外の受信機器に使用し 、 あ る いはご 加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社が行う 放送サービ ス の受信以外の目的に使用する

こ と はでき ま せん。

２ ． カ ード の複製、 分解、 改造、 変造若し く は改ざ ん、 ま たはカ ード の内部に記録さ れている 情報の複製若し く は

翻案等、 カ ード の機能に影響を 与え、 ま たはカ ード に利用さ れている 知的財産権の侵害に繋がる 恐れのあ る 行為を

行う こ と はでき ま せん。

３ ． カード を日本国外に輸出ま たは持ち出すこ と はでき ま せん。

４ ． カード を第三者にレ ン タ ル、 リ ース 、 賃貸ま たは譲渡する こ と はでき ま せん。

第９ 条（ 損害賠償）

お客様が第８ 条に違反する 行為を 行い当社に損害を 与えた場合、 当社は、 お客様に対し 損害の賠償を 請求する こ と

があり ま す。

第１ ０ 条（ 約款の変更）

こ の約款は変更する こ と があり ま す。こ の約款の変更事項ま たは新し い約款については、当社のホームページ (http://

w w w .b-cas.co.jp) に掲載し ま す。

[ 別表 ] カード 再発行費用

第４ 条第１ 項およ び第５ 条に規定する カード 再発行費用２ , ０ ５ ０ 円（ 消費税込み） 以下でＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社の定めによ

る 。

２ ． 前項のカード 再発行費用は、 ご加入のＣ Ａ Ｔ Ｖ 会社へお支払いいただき ま す。

付則

1. 本約款は平成３ ０ 年７ 月１ 日から 施行し ま す。

 株式会社テ レ ビ 津山 イ ン タ ーネッ ト 接続サービ ス契約約款

株式会社テレ ビ 津山（ 以下「 当社」 と いいま す。） と 、 イ ン タ ーネッ ト 接続サービ ス の提供を 受ける 者と の間に締結さ

れる 契約は、 次の条項によ る も のと し ま す。

（ 当社のサービ ス ）

第 1 条

当社は、 電気通信事業法（ 昭和 59 年法律第 86 号。 以下「 法」 と いいま す。） その他の法令に従う と と も に、 こ の

約款の定める と こ ろ によ り 、 イ ンタ ーネッ ト 接続サービ ス を 提供する も のと し ま す。

（ 約款の変更） 

第 2 条

当社は、 法の規定によ る 標準契約約款の変更を 受けて、 又は法の規定に基づき 総務大臣に届け出て、 こ の約款を 変

更する こ と があり ま す。 こ の場合には、 料金その他の提供条件は、 変更後の約款によ り ま す。

2． こ の約款の変更にあたっては、 当社はその変更内容を電子メ ールによ る 送信、 又は当社のホームページにおける
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